
○

公
認
会
計
士
等
登
録
規
則
︵
昭
和
四
十
二
年
三
月
二
十
日
大
蔵
省
令
第
八
号
︶

［
平
成
十
八
年
一
月
一
日
施
行
］

改

正

案

現

行

︵
定
義
︶

︵
定
義
︶

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

︵
略
︶

一

︵
略
︶

二

変
更
登
録

法
第
二
十
条
︵
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

二

変
更
登
録

法
第
二
十
条
︵
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
︶
の
登
録
を
い
う
。

る
場
合
を
含
む
。
︶
の
登
録
を
い
う
。

︵
登
録
事
項
︶

︵
登
録
事
項
︶

第
二
条

公
認
会
計
士
名
簿
及
び
外
国
公
認
会
計
士
名
簿
へ
の
登
録
事
項
は
、
次

第
二
条

公
認
会
計
士
名
簿
、
会
計
士
補
名
簿
及
び
外
国
公
認
会
計
士
名
簿
へ
の

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

登
録
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

︵
略
︶

一
・
二

︵
略
︶

三

公
認
会
計
士
又
は
外
国
公
認
会
計
士
︵
以
下
﹁
公
認
会
計
士
等
﹂
と
い
う

三

公
認
会
計
士
、
会
計
士
補
又
は
外
国
公
認
会
計
士
︵
以
下
﹁
公
認
会
計
士

。
︶
が
自
ら
そ
の
業
務
を
営
む
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る

等
﹂
と
い
う
。
︶
が
自
ら
そ
の
業
務
を
営
む
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所

事
務
所
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

及
び
従
た
る
事
務
所
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

四

︵
略
︶

四

︵
略
︶

五

公
認
会
計
士
等
が
監
査
法
人
の
社
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
監
査
法
人
の

五

公
認
会
計
士
又
は
外
国
公
認
会
計
士
が
監
査
法
人
の
社
員
で
あ
る
と
き
は

－１－



名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
主
と
し
て
執
務
す
る
事
務
所
の

、
当
該
監
査
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
主
と
し
て

名
称
及
び
そ
の
所
在
地

執
務
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

六
～
八

︵
略
︶

六
～
八

︵
略
︶

九

法
第
二
十
九
条
︵
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

九

法
第
二
十
九
条
︵
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
︶
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
種
類
及
び
処
分

含
む
。
︶
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
種
類
及
び
処
分

を
受
け
た
年
月
日

を
受
け
た
年
月
日

︵
登
録
名
簿
の
様
式
︶

︵
登
録
名
簿
の
様
式
︶

第
三
条

公
認
会
計
士
名
簿
及
び
外
国
公
認
会
計
士
名
簿
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ

第
三
条

公
認
会
計
士
名
簿
、
会
計
士
補
名
簿
及
び
外
国
公
認
会
計
士
名
簿
の
様

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
三
号
に
よ
る
。

式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
に
よ
る
。

︵
開
業
登
録
の
申
請
手
続
︶

︵
開
業
登
録
の
申
請
手
続
︶

第
四
条

︵
略
︶

第
四
条

︵
略
︶

２

前
項
の
開
業
登
録
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
︵
官
公
署
が
証

２

前
項
の
開
業
登
録
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
︵
官
公
署
が
証

明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限

明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
︶
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
。
︶
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

︵
略
︶

一
・
二

︵
略
︶

三

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
戸
籍
に
記
載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明

三

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

書
四

︵
略
︶

四

︵
略
︶

五

実
務
補
習
規
則
︵
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第

号
︶
第
九
条
の
規
定
に

︵
新
設
︶

よ
る
通
知
の
写
し

六

業
務
補
助
等
に
関
す
る
規
則
︵
昭
和
二
十
五
年
公
認
会
計
士
管
理
委
員
会

︵
新
設
︶

－２－



規
則
第
七
号
︶
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
写
し

七

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
一
の
書
類

五

公
認
会
計
士
又
は
外
国
公
認
会
計
士
の
開
業
登
録
申
請
書
に
あ
つ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
一
の
証
書
の
写
し

イ

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
授
与
さ
れ
た
公
認
会
計
士
試
験
に
合
格
し

︵
新
設
︶

た
こ
と
を
証
す
る
証
書
の
写
し

ロ

法
第
九
条
及
び
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
公
認
会
計
士
試
験
の
全
科
目

︵
新
設
︶

に
つ
い
て
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
会
長
が
試
験
を
免
除
し
た
旨
の

通
知
の
写
し

ハ

公
認
会
計
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十

イ

法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
授
与
さ
れ
た
第
三
次
試
験
に
合
格
し
た
こ

七
号
︶
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
授
与
さ
れ
た
第
三

と
を
証
す
る
証
書
の
写
し

次
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
の
写
し

ニ

公
認
会
計
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

ロ

公
認
会
計
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

七
十
五
号
︶
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
五
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
授

七
十
五
号
︶
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
五
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
授

与
さ
れ
た
特
別
公
認
会
計
士
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
の
写

与
さ
れ
た
特
別
公
認
会
計
士
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
の
写

し

し

ホ

公
認
会
計
士
特
例
試
験
等
に
関
す
る
法
律
︵
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

ハ

公
認
会
計
士
特
例
試
験
等
に
関
す
る
法
律
︵
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

二
十
三
号
︶
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
授
与
さ
れ
た
公
認
会
計
士
特

二
十
三
号
︶
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
授
与
さ
れ
た
公
認
会
計
士
特

例
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
の
写
し

例
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
の
写
し

ヘ

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
に
よ
り
外

ニ

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
に
よ
り
外

国
公
認
会
計
士
と
な
る
資
格
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
の
写

国
公
認
会
計
士
と
な
る
資
格
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
の
写

し

し

︵
削
る
︶

六

会
計
士
補
の
開
業
登
録
申
請
書
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
証
書
又
は
書

類
の
写
し

－３－



イ

法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
授
与
さ
れ
た
第
二
次
試
験
に
合
格
し
た
こ

と
を
証
す
る
証
書
の
写
し

ロ

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
二
次
試
験
の
全
科
目
に
つ
い
て
金
融
庁
長

官
が
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
を
認
定
し
た
書
面
の
写
し

八

法
第
四
条
第
一
号
︵
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
平
成
十
一
年
法
律

七

法
第
四
条
第
一
号
︵
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
平
成
十
一
年
法
律

第
百
四
十
九
号
︶
附
則
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
成
年
被
後
見
人
と
み
な
さ

第
百
四
十
九
号
︶
附
則
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
成
年
被
後
見
人
と
み
な
さ

れ
る
者
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
民

れ
る
者
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
民

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
︵
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
一
号
︶
附
則
第
三
条
に
お
い
て
な
お
従

法
律
︵
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
一
号
︶
附
則
第
三
条
に
お
い
て
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
を
含
む
。
︶
及
び
第
四
号
の
規

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
を
含
む
。
︶
及
び
第
四
号
の
規

定
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書

定
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書

九

法
第
四
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
並
び
に
第
十

八

法
第
四
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
並
び
に
第
十

八
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
宣
誓
書

八
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
宣
誓
書

十

監
査
法
人
又
は
他
の
公
認
会
計
士
等
の
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
る
場
合
に

九

監
査
法
人
又
は
他
の
公
認
会
計
士
等
の
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
監
査
法
人
又
は
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

あ
つ
て
は
、
当
該
監
査
法
人
又
は
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

書
類

書
類

︵
登
録
の
ま
つ
消
に
関
す
る
届
出
手
続
︶

︵
登
録
の
ま
つ
消
に
関
す
る
届
出
手
続
︶

第
七
条

公
認
会
計
士
等
が
法
第
二
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
法
第

第
七
条

公
認
会
計
士
等
が
法
第
二
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
法
第

十
六
条
の
二
第
五
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
︵
法
第
四
条
第
六
号

十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
︵
法
第
四
条
第
六
号

に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
︶
は
、
本
人
、
法
定
代
理
人
又
は
相
続
人
は
、
遅

に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
︶
は
、
本
人
、
法
定
代
理
人
又
は
相
続
人
は
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
様
式
第
七
号
に
よ
る
公
認
会
計
士
等
の
登
録
の

滞
な
く
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
様
式
第
七
号
に
よ
る
公
認
会
計
士
等
の
登
録
の

ま
つ
消
に
関
す
る
届
出
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
つ
消
に
関
す
る
届
出
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－４－



２

前
項
の
届
出
書
を
提
出
す
る
者
が
本
人
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
届

２

前
項
の
届
出
書
を
提
出
す
る
者
が
本
人
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
届

出
書
に
本
人
の
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
に
記
載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
を
添

出
書
に
本
人
の
戸
籍
抄
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

︵
懲
戒
処
分
の
登
録
︶

︵
懲
戒
処
分
の
登
録
︶

第
十
一
条

協
会
は
、
公
認
会
計
士
等
が
法
第
二
十
九
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の

第
十
一
条

協
会
は
、
公
認
会
計
士
等
が
法
第
二
十
九
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の

懲
戒
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
事
項

懲
戒
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
事
項

を
公
認
会
計
士
名
簿
、
会
計
士
補
名
簿
又
は
外
国
公
認
会
計
士
名
簿
に
登
録
し

を
公
認
会
計
士
名
簿
又
は
外
国
公
認
会
計
士
名
簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

－５－



改 正 案 現 行

様式第一号 様式第一号

公 認 会 計 士 登 録 名 簿 公 認 会 計 士 登 録 名 簿

登録年月日 年 月 日 登録番号 第 号 登録年月日 年 月 日 登録番号 第 号

明治 明治

（ふ り が な） 大正 年 月 日生 （ふ り が な） 大正 年 月 日生

氏 名 昭和 氏 名 昭和

平成 平成

年 試験

合格証書番号 第 号

公認会計士となる資格 全科目免除 公認会計士となる資格

年実務補習修了

修了確認番号 第 号 年 第三次・特別・特例

年業務補助等終了 合格証書番号 第 号

報告書受理番号 第 号

種 類

種 類 懲 戒 処 分

懲 戒 処 分 年 月 日

年 月 日

－１－



改 正 案 現 行

（削除） 様式第二号

会 計 士 補 登 録 名 簿

登録年月日 年 月 日 登録番号 第 号

明治

ふ り が な） 大正 年 月 日

氏 名 昭和

平成

年 第二次 合格証書番号 第 号

会計士補となる資格

全科目免除

種 類

懲 戒 処 分

年 月 日

－２－



改 正 案 現 行

様式第四号（日本工業規格Ａ４） 様式第四号（日本工業規格Ａ４）

年 月 日 年 月 日

日本公認会計士協会 殿 日本公認会計士協会 殿

氏名 氏名

公 認 会 計 士 公 認 会 計 士

開業登録申請書 会 計 士 補 開業登録申請書

外国公認会計士 外国公認会計士

公 認 会 計 士 公 認 会 計 士

私は の登録を受けたいから、公認会計士等登録規則第四条の規定により、 私は、会 計 士 補 の登録を受けたいから、公認会計士等登録規則第四条の規定により、

外国公認会計士 外国公認会計士

所定の添付書類を添えて、下記により開業登録の申請を致します。 所定の添付書類を添えて、下記により開業登録の申請を致します。

記 記

（ふ り が な） 明治 （ふ り が な） 明治

氏 名 大正 年 月 日生 氏 名 大正 年 月 日生

昭和 昭和

平成 平成

公認会計士となる資格 年 試験 公認会計士となる資格 年第三次・特別・特例 合格証書番号

合格証書番号 第 号 第 号

全科目免除

年実務補習修了 会計士補となる資格 年第二次合格証書番号第 号

修了確認番号 第 号 全科目免除

年業務補助等修了

報告書受理番号 第 号 外国において取得した公認

会計士に相当する資格

外国において取得した公認

会計士に相当する資格 外国公認会計士となる資格 年 試験・選考 承認番号第 号

外国公認会計士となる資格 年 試験・選考 承認番号第 号 （注意事項）

（略）

（注意事項）

（略）

－３－



改 正 案 現 行

様式第六号（日本工業規格Ａ４） 様式第六号（日本工業規格Ａ４）

年 月 日 年 月 日

日本公認会計士協会 殿 日本公認会計士協会 殿

登録年月日 年 月 日 登録年月日 年 月 日

登録番号 第 号 登録番号 第 号

氏 名 印 氏 名 印

公 認 会 計 士 公 認 会 計 士

変更登録申請書 会 計 士 補 変更登録申請書

外国公認会計士 外国公認会計士

公認会計士等登録規則第二条の登録事項について、下記のとおり変更がありましたから、同規 公認会計士等登録規則第二条の登録事項について、下記のとおり変更がありましたから、同規

則第六条の規定により、変更登録の申請を致します。 則第六条の規定により、変更登録の申請を致します。

なお、変更後の登録事項は別紙のとおりです。 なお、変更後の登録事項は別紙のとおりです。

記 記

（略） （略）

－４－



改 正 案 現 行

様式第七号（日本工業規格Ａ４） 様式第七号（日本工業規格Ａ４）

年 月 日 年 月 日

日本公認会計士協会 殿 日本公認会計士協会 殿

氏 名 ㊞ 氏 名 ㊞

続 柄 続 柄

住 所 住 所

公 認 会 計 士 公 認 会 計 士

登録まつ消に関する届出書 会 計 士 補 登録まつ消に関する届出書

外国公認会計士 外国公認会計士

下記の者について、別紙記載の事実が生じておりますので、公認会計士等登録規則第七条の規 下記の者について、別紙記載の事実が生じておりますので、公認会計士等登録規則第七条の規

定により、届出を致します。 定により、届出を致します。

記 記

（略） （略）

－５－


